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平成２３年山形村議会第２回定例会 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

平成23年６月17日（金曜日）午後 １時００分開会 

開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

《委員会付託請願、陳情、審議、表決》 

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ２ ２３請願第 １号 

日程第 ３ ２３陳情第 ３号 

《既提出議案、審議、表決》 

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 ４ 議案第２９号 

日程第 ５ 議案第３０号 

日程第 ６ 議案第３１号 

日程第 ７ 議案第３２号 

日程第 ８ 議案第３３号 

日程第 ９ 議案第３４号 

日程第１０ 議案第３５号 

《追加議案、審議、表決》 

（提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１１ 発議第 ３号 

日程第１２ 発議第 ４号 

日程第１３ 閉会中の継続審査の申出について 

日程第１４ 議員派遣の件について 

閉会宣告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

出席議員（１２名） 

１番 大 池 俊 子 君  ２番 三 澤 一 男 君 
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３番 小 林 武 司 君  ５番 上 條 光 明 君 

６番 宮 澤  敏 君  ７番 竹 野 園 麿 君 

８番 柴 橋  潔 君  ９番 中 村  弘 君 

１０番 上 条 浩 堂 君  １１番 竹 野 入 恒 夫 君 

１２番 大 月 民 夫 君  １３番 神 通 川 清 一 君 

欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村  長 清 沢 實 視君  副 村 長 百 瀬 泰 久君 

教 育 長 本 庄 利 昭君  総務課長 笹 野 初 雄君 

住民税務 

課  長 
青 沼 永 二君  保育園長 山 口 隆 也君 

保健福祉 

課  長 
小 野 勝 憲君  

農林建設 

課  長 
中 村 俊 春君 

教育次長 根 橋 範 男君  
総 務 課 

考 査 役 
住 吉  誠君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

事務局長 小 口  正君  書  記 藤 沢 ゆ き み君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎開議の宣告 

○議長（神通川清一君） それでは、全員が出席で定足数に達しておりますので、ただ

いまから平成２３年第２回山形村議会定例会の本会議を再開します。 

（午後 １時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議事日程の報告 

○議長（神通川清一君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎会議録署名議員の指名 

○議長（神通川清一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１１８条の規定により、９番・中村弘議員、１０番・上条浩堂議員を指

名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎委員会付託請願・陳情の審議、表決 

○議長（神通川清一君） これより議事に入ります。 

 委員会付託請願・陳情の審議、表決を行います。 

 既に所管の常任委員会に付託して審査いただいております請願・陳情のうち、委員

会の審査結果が出たものについて、これより審議、表決をいたします。 

 常任委員会の審査結果は、お手元に配付の請願・陳情審査結果報告のとおりですが、

ここで当該常任委員長の審査結果の報告を求めます。 

 総務農林常任委員会の審査結果の報告を求めます。 

 上条浩堂総務農林常任委員長。 

         （総務農林常任委員長 上条浩堂君 登壇） 

○総務農林常任委員長（上条浩堂君） 総務農林常任委員会に付託されました請願の審

査結果を報告いたします。 
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 本委員会に付託された請願につきましては、去る６月１３日に委員会審査を行い、

２３請願第１号「『義務教育費国庫負担制度』の堅持に関する請願書」については、採

択とし、措置として、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣に意見書の

提出がよいものと決定いたしました。 

 ２３陳情第３号「福島第一原発の事故対策の強化、原子力政策の転換、自然エネル

ギーの研究開発・普及等に関する国あて意見書の採択を求める陳情書」については、

採択とし、措置として、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、防

災担当大臣、原子力経済被害担当大臣に意見書の提出がよいものと決定いたしました。 

 以上、会議規則第９４条第１項の規定により、総務農林常任委員会の審査結果の報

告を申し上げ、審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（神通川清一君） 委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 委員長報告に質疑のある議員の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

         （発言する者なし） 

○議長（神通川清一君） 質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 これより、請願・陳情について討論、採決を行います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎２３請願第１号 

○議長（神通川清一君） 日程第２、２３請願第１号「『義務教育費国庫負担制』の堅持

に関する請願書」について討論、採決を行います。 

 お諮りします。本請願は討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本請願についての総務農林常任委員長の報告は、採択であります。 

 本請願を採択と決定するに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、２３請願第１号「『義務教育費
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国庫負担制度』の堅持に関する請願書」については、採択と決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎２３陳情第３号 

○議長（神通川清一君） 日程第３、２３陳情第３号「福島第一原発の事故対策の強化、

原子力政策の転換、自然エネルギーの開発・普及等に関する国あて意見書の採択を求

める陳情」について討論、採決を行います。 

 お諮りします。本陳情は討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本陳情についての総務農林委員長の報告は、採択であります。 

 本陳情を採択と決するに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、２３陳情第３号「福島第一原

発の事故対策の強化、原子力政策の転換、自然エネルギーの開発・普及等に関する国

あて意見書の採択を求める陳情」については、採択と決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議案第２９号～議案第３５号 

○議長（神通川清一君） 次に、常任委員会付託の議案について審議、表決を行います。 

 日程第４、議案第２９号から日程第１０、議案第３５号までの既提出議案を一括議

題として審議、表決を行います。 

  各議案の常任委員会審査結果は、お手元に配付の議案審査報告書のとおりであり

ますが、ここで各常任委員長の議案審査結果の報告を求めます。 

 最初に、総務農林常任委員長の報告を求めます。 

 上条浩堂総務農林委員長。 

         （総務農林常任委員長 上条浩堂君 登壇） 

○総務農林常任委員長（上条浩堂君） 総務農林常任委員会に付託されました議案の審

査結果の報告をいたします。 

 本委員会に付託された議案につきましては、去る６月１３日の委員会で審査の結果、
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当委員会所管の議案第２９号から議案第３１までと議案第３３号、議案第３４号の５

議案については、お手元に配付の審査結果報告書のとおり原案可決すべきものと決定

しましたので、会議規則第７７条の規定によりご報告申し上げます。審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（神通川清一君） 次に、住民福祉常任委員長の報告を求めます。 

 竹野入恒夫住民福祉常任委員長。 

         （住民福祉常任委員長 竹野入恒夫君 登壇） 

○住民福祉常任委員長（竹野入恒夫君） 住民福祉常任委員会に付託されました議案の

審査結果の報告をいたします。 

 本委員会に付託された議案につきましては、去る６月１５日の委員会で審査の結果、

当委員会所管の議案第３２号、議案第３４号及び議案第３５号の３議案については、

お手元に配付の審査結果報告書のとおり原案可決すべきものと決定いたしましたので、

会議規則第７７条の規定によりご報告申し上げます。ご審議をお願いいたします。 

○議長（神通川清一君） 各常任委員長の審査報告が終わりましたので、ここで質疑を

行います。 

 委員長報告に質疑のある議員の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

         （発言する者なし） 

○議長（神通川清一君） 質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

 続いて、順次討論、採決を行います。 

 それでは最初に、議案第２９号「山形村図書館条例の制定について」討論、採決を

行います。 

 お諮りします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 

 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、議案第２９号「山形村図書館

条例の制定について」は、原案のとおり可決することに決定しました。 
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 次に、議案第３０号「山形村Ｂ＆Ｇ海洋センター施設の設置及び管理に関する条例

の制定について」討論、採決を行います。 

 お諮りします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 

 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、議案第３０号「山形村Ｂ＆Ｇ

海洋センター施設の設置及び管理に関する条例の制定について」は、原案のとおり可

決することに決定しました。 

 次に、議案第３１号「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について」討論、採決を行います。 

 お諮りします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 

 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、議案第３１号「特別職の職員

で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」は、

原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３２号「山形村税条例の一部を改正する条例について」討論、採決を

行います。 

 お諮りします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 
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 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、議案第３２号「山形村税条例

の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３３号「農業者トレーニング施設条例の一部を改正する条例について」

討論、採決を行います。 

 お諮りします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 

 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、議案第３３号「農業者トレー

ニング施設条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

 次に、議案第３４号「平成２３年度山形村一般会計補正予算（第１号）」についての

討論、採決を行います。 

 討論を行います。 

 最初に、本案件に反対の議員の討論を許します。 

 大池俊子議員。 

○１番（大池俊子君） １番、大池です。全体としては、図書室が図書館になったり、

いろいろな点で予算化され、よいところがたくさんあるのですが、１点、ミラ・フー

ド館の障害者の駐車場の件について反対をしたいと思います。 

 このミラ・フード館については、ずっと以前から障害者とか食堂の駐車場というの

をずっと議論されていました。しかし、今、常にきれいに整備されています。ミラ・

フード館全体を見ても、駐車場はたくさんあります。障害者の駐車場についても、バ

リアフリーになっているので、入るについても少し遠いというだけであまり障害がな

いのではないかと思います。この件は、賛否いろいろな人たちがいろいろな意見を持

っているのですが、私としては、ミラ・フード館全体を見ても非常にたくさんの駐車

場がある中で、そこでまた障害者の２台分についてはやむを得ないと思うのですが、
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高齢者とか、そういうものの５台分ということでやられたのですが、その必要はあま

りないということで５台分のスペースをとる必要がない。 

 それから花時計についても、壊れてしまって整備に400万円ぐらいかかると言われた

のですが、いろいろな人の話を聞く中に「花壇のまま残したほうがいいのではないか」

とかいろいろな意見があります。私としては、駐車場の件については、２台分につい

ては納得できるものの、５台分のスペースは必要ないということで反対討論とします。 

○議長（神通川清一君） 次に、本案件に賛成の議員の討論を許します。 

 上條光明議員。 

○５番（上條光明君） ５番、上條光明です。委員会でも発言しましたので、簡単に説

明しようと思います。あそこについては、本当に花時計も動かなくなってからもうじ

き１年半くらいになるというようなことで、その間、聞くところによりますと、いろ

いろなミラ・フードの審議会等々でも大分議論をされた結果だというようなことも聞

いております。村の人たち、確かに今の大池議員のおっしゃるとおり、あれについて

は本当に５～６年前から駐車場とかいう話は出て賛否ありましたけれども、今こうい

う車社会だということで、来館する人が障害者の方も来るようになっておりますし、

食堂だけのためということに限るといろいろまた問題が出てくるかとは思うのですが、

来館する障害者の方、また、最近あそこへも、高齢者というのは６５歳以上を言うの

か、もっと上の方を対象にするのかちょっとよくわからないですが、いずれにしても

７５過ぎのおじいちゃん、おばあちゃんたちも来ているのを拝見していますので、障

害者分２台、高齢者向け３台ということで、花時計も壊れたという、こんな機会とい

うこともありまして、こんな時代にはそういういろいろな不縁な方のことをやってい

く時代ではないかなということで賛成の意見です。 

 以上です。 

○議長（神通川清一君） 以上で討論を終結し直ちに採決したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 

 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立多数であります。よって、議案第３４号「平成２３年度
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山形村一般会計補正予算（第１号）」については、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

 次に、議案第３５号「平成２３年度山形村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

について討論、採決を行います。 

 お諮りします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

 本案件に対する委員長報告は、原案可決すべきものでありました。 

 本案件を委員長報告のとおり原案可決することに賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、議案第３５号「平成２３年度

山形村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」については、原案のとおり可決され

ました。 

 以上で既提出議案審議、表決は終了しました。 

 ここで、先ほど採択となりました請願・陳情に対する意見書作成等議案整理のため、

暫時休憩します。休憩。 

（午後 １時２５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（神通川清一君） 休憩を閉じ、本会議を再開します。 

 議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午後 １時２６分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎発議第３号 

○議長（神通川清一君） 日程第１１、発議第３号「『義務教育費国庫負担制度』の堅持

に関する意見書」の提出について議題とします。 

 本案件の提出議員の趣旨説明を求めます。 

 上条浩堂議員。 

         （１０番 上条浩堂君 登壇） 
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○１０番（上条浩堂君） 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する意見書。 

 今日ある教育的諸課題の解決を思うとき、義務教育費国庫負担制度を堅持すること

は国民全体の切なる願いです。義務教育費国庫負担制度については、昭和６０年度予

算において、旅費、教材費が除外されて以来、平成元年度までの５年間に、恩給費の

除外、地方交付税不交付団体への退職手当の補助率の大幅削減、共済費追加費用の負

担率の引き下げが行われました。平成５年度には、共済費追加費用が一般財源化され、

平成６年度には、私立高校以下の私学助成費の大幅削減、教科書無料制度の見直し等

が財政制度審議会で検討対象とされました。平成１６年度には、退職手当と児童手当

が一般財源化され、平成１７年度秋には、現状を維持すべきだという中央教育審議会

の答申が出されたにもかかわらず、国庫負担率が２分の１から３分の１へと引き下げ

られました。 

 平成２４年度予算編成においても、国庫負担率のさらなる削減や義務教育費国庫負

担制度そのものの見直しを検討課題にすることが危惧されます。 

 義務教育費の水準の維持と機会均等及び地方財政の安定を図るため、義務教育費国

庫負担制度の堅持と国庫負担率２分の１への復元を強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものであります。 

 以上であります。 

○議長（神通川清一君） 本案件の提出議員の趣旨説明が終わりましたので、これより

本案件に対する質疑を行います。 

 本案件に質疑のある議員の発言を許します。 

         （発言する者なし） 

○議長（神通川清一君） 質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、採決いたします。 

 本案件に賛成の議員はご起立を願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立多数であります。よって、発議第３号「『義務教育費国庫

負担制度』の堅持に関する意見書」の提出についての件は、原案のとおり可決されま

した。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎発議第４号 

○議長（神通川清一君） 日程第１２、発議第４号「福島第一原発の事故対策の強化、

原子力政策の転換、自然エネルギーの研究開発・普及等に関する意見書」の提出につ

いて議題とします。 

 本案件の提出議員の趣旨説明を求めます。 

 上条浩堂議員。 

         （１０番 上条浩堂君 登壇） 

○１０番（上条浩堂君） 福島第一原発の事故対策の強化、電子力政策の転換、自然エ

ネルギーの研究開発・普及等に関する意見書。 

 ３月１１日に東日本を襲った巨大地震と津波は、２万５，０００人に近い死者・行

方不明者を出し、今も救援・捜索活動や避難所での被災者の苦難の生活が続いている。

福島第一原発では、危惧されていた「原発震災」が現実のものとなり、広範囲に放射

能物質が飛散し、大気や土地、海洋、農畜産物、海産物などを汚染している。現在も

なお放射性物質の放出はとまらず、避難した人々は居住地に帰ることができるかどう

かも見通しが立たない事態となっている。 

 今回の大事故は、今後の原発やエネルギー政策のあり方について根源的な課題を投

げかけた。原子力に頼るエネルギー構造を根本的に転換し、自然（再生可能）エネル

ギーの研究開発・普及を急速に進めていくことが求められている。 

 よって、国においては、福島第一原発の事故対策を強化し、原子力政策を転換、自

然エネルギーの研究開発・普及等を図るように次の事項を実施するように要請する。 

 １、福島第一原発事故への対策について 

 （１）これ以上放射性被害が拡大することのないように、事故拡大を抑え、収束に

向けて政府全体であらゆる対策を講じること。 

 （２）原発事故に関するあらゆるデータ・情報を迅速に開示するとともに、大気、

海水、土壌、食品などの放射能の測定体制をさらに強化すること。 

 （３）事故の長期化が予測される中、避難者の生活支援、安全と健康の保持、精神

的ケア対策、就職支援、子どもたちの教育などの対策を強化すること。 

 （４）妊産婦や乳幼児、小中学生などへの放射能被害を防ぐとともに、安定ヨウ素

剤の確保、配布・服用方法などの徹底を図ること。 
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 （５）子どもの年２０ミリシーベルトの被爆を容認する基準（屋外で３．８マイク

ロシーベルト毎時）を撤回し、大幅に引き下げること。また、汚染された校庭、公園

の表土の取り替え（除染）は国が責任を持って行うこと。 

 （６）事故の復旧に携わる作業員の被爆の軽減と健康被害への対策を強化すること。

緊急時作業で平常時の線量限度を超えた労働者については、下請け、孫請け労働者も

含めて放射線作業以外の就業を補償すること。 

 ２、中部電力浜岡原発と原子力政策の今後のあり方について 

 （１）中部電力の浜岡原発は、菅直人首相からの要請を受託し、すべての原子炉を

停止した。しかしながら、防潮堤などの地震対策が完了した後には運転再開が予定さ

れている。従来の安全設計の考え方をはるかに超える事態が生じた今、東海地震の震

源域に位置する浜岡原発が運転を再開することは、周辺住民のみならず、国民全体を

再び不安に陥れることとなる。 

 よって、浜岡原発は運転を再開しないで廃炉にすること。 

 （２）原発の安全審査指針の大幅な見直しを行うとともに、稼働中のすべての原発

に対し、地震・津波対策などを含む新しい安全審査指針での審査をやり直すように求

めること。 

 （３）新規の原発建設・増設計画は凍結し、将来的には原発に頼らない電力供給体

制を目指して国のエネルギー政策を立案すること。 

 （４）原子力安全保安院を経済産業省から切り離し、原子力安全委員会を含む独立

性の高い安全規制機関に改組した上、体制を大幅に強化すること。 

 （５）原子力政策の見直しに当たっては、国民参加の論議の枠組みをつくること。 

 ３、原子力防災対策について 

 （１）原子力防災対策は、国の基準では原発から８から１０キロメートルに限定し

ているが、福島第一原発の大事故では、国の基準をはるかに超える広範囲の地域で深

刻な放射能汚染にさらされている。少なくとも原発から１００キロメートル県内の都

道府県や市町村の「地域防災計画」に、原発の大規模事故を想定した「原子力編」を

盛り込むこと。 

 （２）東海地震を想定した地震防災対策に、浜岡原発の過酷事故を想定した対策を

追加し、避難計画や救助、医療、物資調達体制など抜本的に見直すこと。また、東海

地震発生時の人的・物的被害の想定項目に、浜岡原発の過酷事故を追加して調査をや

り直すこと。 
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 ４、自然エネルギーの普及促進と省エネルギー対策について 

 （１）いったん大事故が起きれば甚大な放射能被害を出す原発に頼ったエネルギー

構造の限界がはっきりした今、再生可能な自然エネルギーの加速的普及が求められて

いる。各地域の特性（自然的・社会的特性）に応じた小規模分散型の自然エネルギー

の加速的な普及に向けて政府として全力を挙げること。国のエネルギー政策を見直し、

自然エネルギーの普及目標と具体的な計画を立案すること。 

 （２）原子力に偏重したエネルギーの研究開発に関する予算を改め、自然エネルギ

ーの研究開発に重点的に予算を配分すること。 

 （３）多くの地方自治体が既に「地域新エネルギービジョン」を策定しているが、

予算上の制約もあって思い切った事業をできていない。自然エネルギーの普及に関す

る地方自治体への予算措置を大幅に拡充すること。 

 （４）経済産業省や新エネルギー財団が制度化している新エネルギー導入の補助事

業をさらに拡充し、地方自治体、ＮＰＯ、各種団体が積極的に活用できるようにする

こと。 

 （５）国の各種機関の事務所、国立・国営の学校、病院、福祉施設などに、太陽光

発電、風力発電、コジュネレーションシステム、太陽熱、小水力などの新エネルギー

システムを積極的に取り入れること。 

 （６）夏の電力需要が増大する時期はもちろん、年間を通じて省エネルギーキャン

ペーンを強めること。また、省エネルギー技術の研究開発予算を拡充すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものであります。 

 以上であります。 

○議長（神通川清一君） 本案件の提出議員の趣旨説明が終わりましたので、これより

本案件に対する質疑を行います。 

 本案件に質疑のある議員の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

         （発言する者なし） 

○議長（神通川清一君） 質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。本案件は討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、採決いたします。 
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 本案件に賛成の議員はご起立願います。 

         （賛成者起立） 

○議長（神通川清一君） 起立全員であります。よって、発議第４号「福島第一原発の

事故対策の強化、原子力政策の転換、自然エネルギーの研究開発・普及等に関する意

見書」の提出についての件は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎閉会中の継続審査の申出について 

○議長（神通川清一君） 日程第１３、「閉会中の継続審査の申出について」議題としま

す。 

 各委員長より会議規則第７５条の規定による閉会中の継続審査・調査の申出書がお

手元に配付のとおり提出されました。 

 お諮りします。閉会中の継続審査・調査事項については、各委員長申し出のとおり

承認することにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認め、各委員長の申し出のとおり閉会中も

なお継続審査・調査することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議員派遣の件について 

○議長（神通川清一君） 日程第１４、「議員派遣の件について」議題とします。 

 お諮りします。お手元に配付の議員派遣の件のとおり派遣したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（神通川清一君） ご異議ないものと認めます。よって、お手元の配付の議員派

遣の件のとおり派遣することに決定しました。 

 以上で今定例会の議事日程はすべて終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎村長あいさつ 

○議長（神通川清一君） ここで、村長よりあいさつがあります。 
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 清沢村長。 

         （村長 清沢實視君 登壇） 

○村長（清沢實視君） 平成２３年第２回山形村定例議会閉会に当たりまして、ごあい

さつを申し上げたいと思います。 

 去る６月８日より始まりました６月定例会でございましたが、ただいまをもちまし

て閉会の運びとなりました。この間、私どもから提案いたしましたそれぞれの議案に

つきましては、慎重にご審議をいただき、各議案につきましては、いずれも原案どお

り議決をいただきまして、ありがとうございました。 

 また、今定例会２日目には、議長を除き１１名全議員から一般質問がございました。

ご質問では、東日本大震災と栄村震災を教訓に村の防災対策を正すご質問や、役場組

織や職員体制についてのご質問が多いように感じました。議員の皆様よりのご指摘や

ご要望につきましては、さまざまな観点から検討し、前向きに次のステップへ進めて

まいる所存でございます。 

 今年の梅雨入りは平年より早めでありまして、台風の影響等ございまして降雨量も

多かったわけでございますが、その後は中休みが続いております。いずれは本格的な

梅雨空が戻るのではないかと思います。 

 議員の皆様におかれましては、ご健勝にて、さらなるご活躍をご期待申し上げまし

て閉会のごあいさつといたします。大変お疲れさまでございました。ありがとうござ

いました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎閉会の宣告 

○議長（神通川清一君） 以上で、平成２３年第２回山形村議会定例会を閉会し散会と

します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 １時４５分） 
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